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春の交通安全県民運動

第３８回「人権を確かめあう日」吉野郡(西)集会開催
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　４月 6 日（月）から４月１５日（水）
までの 10 日間、春の交通安全県民運
動が実施されました。6 日の朝にド
ライバーに交通安全グッズを配布し、
シートベルトの着用 · 安全運転 · なが
らスマホ注意などの呼びかけを行い
ました。地域全体の安全意識を高め、
この機会にもう一度自分の運転を見
直し、交通ルールを守り安全運転に
努めましょう。

　４月１０日（金）、十津川村住民ホールにおいて、十津川村と野迫川村の人権・同
和問題啓発活動推進本部の主催による第３８回「人権を確かめあう日」吉野郡（西）
集会が開催されました。
　開会行事では、十津川村本部長（十津川村長）からあいさつがあり、来賓として
十津川村議会議長　温井利一様が祝辞を述べられ、十津川村教育長が知事メッセー
ジを代読しました。そして、野迫川村本部長（野迫川村長）が、「人権を確かめあう日」
県内一斉集会決議（案）を朗読し、満場
一致で採択され、集会決議としました。
　その後、市町村人権・同和問題啓発活
動推進本部連絡協議会 前事務局長の辻
村和良氏による記念講演『誰ひとり取り
残さない社会をめざして～差別の現実と
向き合ってきて～』が行われ、ご自身の
人権問題に対する啓発活動の経験から、
人権の大切さや、めざす社会などについ
てお話をしていただきました。
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木質バイオマスボイラー設備始動4/23
　「ホテルのせ川」で整備を進めていた木質
バイオマスボイラー設備 ( 薪ボイラー ) が 4
月 23 日に完成し、本格運用を開始しました。
村の林業はこれまで、急峻な地形による高
い搬出コストや、村内に加工施設がないと
いった理由から、伐採した木材を山に放置
する切捨て間伐を行ってきました。今回、
未利用材を熱源として地域内で活用する「地
域内エコシステム」を構築し、豊かな森林
資源を熱エネルギーとして有効活用するこ
とで、二酸化炭素（CO₂）の削減と、地域
経済の循環創出を目指します。

ホテルのせ川に整備された薪ボイラー

　薪ボイラーの本格運用開始を記念し、

5 月 31 日（日）まで村民の方に限り、

入浴料は無料にいたします（26 日は前

日予約でホテルへの無料送迎あり）ので、

ぜひ、新しくなった「ホテルのせ川」の

温もりを感じにお越しください。

　ホテルのせ川入浴無料キャンペーン実施中

●お問い合わせ先● ホテルのせ川　　ＴＥＬ：０７４７－３８－００１１
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1 日 2 日 3 日 4 日 5 日

受付
時間

午前  9:00 ～ 11:30

休　　診

9:00 ～ 11:30 9:00 ～ 11:30  9:00 ～ 11:30

午後 13:00 ～ 16:00 休　　診 休　　診 13:00 ～ 16:00

送迎
地区

午前 立里 · 上垣内 · 北股 平～弓手原

午後

8 日 9 日 10 日 11 日 12 日

受付
時間

午前  9:00 ～ 11:30  9:00 ～ 11:30 9:00 ～ 11:30 9:00 ～ 11:30  9:00 ～ 11:30

午後 13:00 ～ 16:00 13:00 ～ 16:00 休　　診 休　　診 13:00 ～ 16:00

送迎
地区

午前 立里 · 上垣内 · 北股 今井～上 平～弓手原

午後 池津川

15 日 16 日 17 日 18 日 19 日

受付
時間

午前  9:00 ～ 11:30  9:00 ～ 11:30 9:00 ～ 11:30 9:00 ～ 11:30  9:00 ～ 11:30

午後 13:00 ～ 16:00 13:00 ～ 16:00 休　　診 休　　診 13:00 ～ 16:00

送迎
地区

午前 立里 · 上垣内 · 北股 今井～上 平～弓手原

午後 池津川

22 日 23 日 24 日 25 日 26 日

受付
時間

午前  9:00 ～ 11:30  9:00 ～ 11:30 9:00 ～ 11:30

休　　診

 9:00 ～ 11:30

午後 13:00 ～ 16:00 13:00 ～ 16:00 休　　診 13:00 ～ 16:00

送迎
地区

午前 立里 · 上垣内 · 北股 今井～上 平～弓手原

午後 池津川

27 日 28 日 29 日 30 日

受付
時間

午前  9:00 ～ 11:30  9:00 ～ 11:30 9:00 ～ 11:30 9:00 ～ 11:30

午後 13:00 ～ 16:00 13:00 ～ 16:00 休　　診 休　　診

送迎
地区

午前 立里 · 上垣内 · 北股 今井～上

午後 池津川

〇内科 · 外科診療（大西真衣医師）

令和８年６月　診察予定表

ご不明な点がありましたら診療所までお問い合わせ下さい。
※受付時間厳守でお願い致します。

４日（木） 18 日（木）

受付時間 9:30 ～ 11:30 9:30 ～ 11:30

〇歯科診療（寳達照樹医師）

※今月は、歯科医師の都合により、
　4日（木）·18日（木）の午前中の
　診察となります。

●お問い合わせ先● 国民健康保険診療所　　ＴＥＬ：０７４７－３７－２２０２
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よく噛んで 食中毒 を予防しましょう

診療所 歯科 だより 野迫川村歯科医師 正田晨夫

食中毒予防のポイント！！ これからは食中毒の季節です

家庭での食中毒を防ぐために厚労省が呼びかけている６つのポイントの中で
まず２つをしっかり守ってください。（厚生労働省：家庭での食中毒予防 参照）

●ゴミはこまめに捨てましょう。

●タオルやふきんは清潔なものと交換しましょう。

●井戸水を使用している家庭では、水質に十分注意して

●こまめに手を洗いましょう。

●生の肉や魚等の汁が、果物やサラダ等生で食べる
物や調理の済んだ食品にかからないようにしま
しょう。

●生の肉や魚を切った包丁やまな板は、洗ってか
ら熱湯をかけたのち使うことが大切です。

●冷凍食品等の解凍は冷蔵庫の中や電子レンジで
行うこと

●加熱して調理する食品は十分に加熱しましょう。
加熱を十分に行うことで、もし、食中毒菌がいた
としても殺菌することができます。めやすは、中
心部の温度が75℃で１分間以上加熱することで
す。

●電子レンジを使う場合は、電子レンジ用の容器、
ふたを使い、調理時間に気を付け、熱の伝わりに
くい物は、時々かき混ぜることも必要です。

よく噛むことで食中毒を予防しましょう！！（お水で流し込まないこと）

調理を途中で
止めたら
食品は冷蔵庫へ

電子レンジを使う
ときは均一に
加熱されるようにする

加熱は十分に
（めやすは中心部分の
温度が75℃で1分間以上）

台所は
清潔に

冷凍食品の
解凍は
冷蔵庫で

タオルやふきんは
清潔なものに交換

ゴミはこまめに
捨てる

こまめに
手を洗う

井戸水を
使っていたら
水質に注意

包丁などの器具、
ふきんは洗って消毒

肉・魚を
切ったら洗って
熱湯をかけておく

肉・魚は生で食べる
ものから離す

野菜も
よく洗う

作業前に
手を洗う

健康のためには、やはりよく噛むことが大切です！

人にはバイ菌から身体を守る「胃液」という強力な味方があります。
胃液は強い酸性です。コップ１杯のコレラ菌に人の胃液を１滴落とせ
ば、すぐさま死滅するほど強力な殺菌力があります！　よく噛むこと
で食べ物の表面積が広がり、胃液に十分ひたすことができます。お食
事中よく噛まないでお水やお茶で流し込むと、せっかくの胃液が薄
まってしまい殺菌力が落ちて食中毒になることが知られています。

　診療所　歯科だより

野迫川村⻭科医師 正田晨夫
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　人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の考えを

広めたりする活動をしている民間のボランティアの方々です。 

人権擁護委員制度は、様々な分野の人たちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵

害されないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいという考えから創設

された、諸外国に例を見ない制度です。 

現在、約１４，０００人が法務大臣から委嘱され、全国の各市町村（東京都において

は区を含む。）に配置されて、積極的な活動を行っています。 

人権擁護委員が組織する全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が昭和２４

年６月１日に施行されたことを記念して、毎年６月１日を「人権擁護委員の日」と

定め、各市町村で特設相談所を開設し、人権啓発活動などの取組を実施しています。

つきましては、下記日程で相談所を開設しますのでご利用ください。

　【日　時】　令和８年６月３日（水）午後１時から午後３時
　【場　所】　野迫川村役場　２階会議室
　【相談員】　野迫川村人権擁護委員　　増谷良栄

　全国一斉「人権擁護委員の日」特設人権相談所の開設について

　令和８年４月１日付で、村議会の同意を得て、
次の方に固定資産評価審査委員を務めていただく
こととなりました。

　野迫川村固定資産評価審査委員の選任について

※固定資産評価審査委員は野迫川村固定資産課税
台帳に登録された価格に関する不服があった場
合に、その価格が適正であるかを審査決定する
行政委員で、任期は３年です。

増谷　良栄　氏（大股）

●お問い合わせ先● 住民課　　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１
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〜特別な試験対策は不要！〜
従来の教養試験を廃止し、基礎的な知能や適性を測る「SCOA（総合適
性検査）」を導入。部活動や仕事で忙しい方も受験しやすくなりました。

「人の役に立ちたい」「地元で働きたい」そんな思いを、仕事にしてみませ
んか。

奈良県広域消防組合消防吏員採用試験のご案内

●お問い合わせ先●

【募集職種】消防吏員
【資格条件】１８歳以上３０歳未満
【申込方法】令和８年５月上旬ごろ、当組合ホームページにて受付開始予定

奈良県広域消防組合消防本部人事企画課人事係

（TEL: ０７４４－２０－１１１９）

【採用ページ】https://www.naraksk119.jp/saiyou

　（公社 ) なら犯罪被害者支援センターでは、犯罪や事故に遭われた被害者やその家族等を
支援するため、電話相談をはじめ、様々な支援活動を行っています。今回、被害者支援活
動に携わるボランティアを次のとおり募集しますので、ご応募ください。

第２０期　被害者支援ボランティア募集

●お問い合わせ先●

募集要領
【募集期間】令和８年６月１日から７月３１日まで
【募集人数】２０名程度
【応募資格】奈良県内在住の２０歳以上７０歳未満の方
【応募方法】申込書（当センターホームページに掲載又は県内の各警察署に配置）
　を下記事務局まで郵送または FAX・メールでお申し込み下さい。
【被害者等支援員（ボランティア）の活動内容】
　①電話相談　②病院や警察、裁判等への付き添い
　③犯罪被害者支援に関する県民の理解を深めるための活動等
【養成講座】
　①応募者には、養成講座を受講していただきます。
　②養成講座は９月２日（水）から１１月４日（水）までの間の９日間で、
　　原則として、毎週水曜日の１３：００～１５：５０です。
　③参加費は無料です。

公益社団法人 なら犯罪被害者支援センター
〒 630-8215　奈良市東向中町６番地　奈良県経済倶楽部　経済会館４階
ＴＥＬ：０７４２- ２６- ６９３５（月～金１０：００～１６：００）
ＦＡＸ：０７４２- ９５- ７５６０　　E-mail：jimu@nvsc.jp ＨＰ nvsc.jp
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「労働相談会」を開催します！

●お問い合わせ先●

アルバイトの労働条件を確認しよう

令和 8年 4月 1日から 7月 31日まで

「アルバイトの労働条件を確かめよう !」
キャンペーン実施中 ! 

学生・生徒のみなさんへ 
はじめての「働く」に寄り添う

労働契約を締結する際、 賃金などの労働条件を明示した書面 ( 労働条件通知書 ) 等を
労働者に交付することが使用者に義務付けられています。 
働き始める前に、自分の労働条件を確認しよう ! 
働く中での疑問やお悩みは、 総合労働相談コーナーにご相談ください。

奈良労働局	 TEL:0742-32-0202

奈良労働基準監督署	 TEL:0742-85-6437

葛城労働基準監督署	 TEL:0745-40-4500

桜井労働基準監督署	 TEL:0744-42-6901

大淀労働基準監督署 	 TEL:0747-52-0261

　奈良県労働委員会では、労働者・労働組合と使用者との間で起きた、解雇や賃金問題、
パワハラなどの労働に関するトラブルの解決をお手伝いするため、弁護士、大学教授な
どの「公益委員」、労働組合の役員などの「労働者委員」、会社役員、企業経営者などの

「使用者委員」の３名の労働委員会委員による労働相談会を毎月開催しています。（相談
時間は３０分程度）
【場　所】奈良県奈良総合庁舎２階 ( 奈良市法蓮町７５７)
【費　用】無料
【申　込】事前予約制 ( 開催日の２開庁日前の１４時まで )

奈良県労働委員会事務局　TEL：０７４２－２０－４４３１( 直通 )

開催日時等、詳しくは HP をご確認ください。
「奈良県労働委員会」で検索！
https://www.pref.nara.lg.jp/n176/46104.html
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▼お買い物バス運行中

▼配食サービス実施中

▼福祉有償運送サービス運行中

コース 運航日 行き先
野川コース 第1、第3火曜日 スーパーセンターオークワ

橋本店弓手原コース 第2、第4火曜日

※前日までに要予約（先着8名）／料金：無料

　６５歳以上の希望者へ毎月第２・４木曜日に手作りお弁
当を配達しています／料金：１食３００円

　病院・施設への送迎の他、買い物や散髪等の日常生活に
関する目的のために利用できます／要支援・要介護認定者
など、利用対象者に制限があります（詳しくは村社協ま
で）／料金：初乗２㎞まで３００円、その後１㎞ごとに
２０円ずつ加算

　社会福祉協議会　TEL：０７４７-３７-２９４１

　社会福祉協議会　TEL：０７４７-３７-２９４１

　産業課　TEL：０７４７-３７-２１０１

住民課　TEL：０７４７-３７-２１０１

●お問い合わせ先●

●お問い合わせ先●

●お問い合わせ先●

●お問い合わせ先●

　上記、納期限までに役場窓口や、郵便局・銀行等で納付
をお願いします。また、口座振替の引落しもこの日に行い
ますので、口座預金の準備をお願いします。

村税・保険料納期限
税目・保険料 納期限日

固定資産税（第 1 期） ６月１日（月）
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村の人口／３月３１日現在　［世帯数］１９３戸　［人口］２９５人（男１４９人・女１４６人）

［編集・発行］奈良県野迫川村 TEL0747-37-2101 FAX37-2107　　［印刷］㈱五條印刷所

　相談会 会場
● リバーサイドホテル ２階
● 奈良県五條市新町2-1-33
● 駐車場利用可（無料）

6/13

https://nokuru.sub.jp/

野迫川村
空き家バンク

「nokuru」はこちら！
ご予約・お問い合わせは、
野迫川村役場 産業課まで

0747-37-2101

これから
の管理

土地の相続
のことなど

空き家に関
することなら

空き家バンクにつ
いて

知りたい！

なんでもご相談くだ
さい！

な でん も空き家

相談会

※家屋をご所有されていない方へも同封させていただいております。

予約制 先着４組
 10:00〜11:00 

 11:00〜12:00

 13:00〜14:00 

 14:00〜15:00

第４回

令和８年

土曜日


